
- 1 - 

文教厚生常任委員会報告 

 
文教厚生常任委員会の報告を行います。 
１１月２８日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例制定６

件、請願１件です。 
１２月４日に委員会を開催し、慎重に審査した経過と結果について、ご報告いた

します。 
議案第１２７号　上野原市簡易水道事業の設置等に関する条例制定については、

国の要請により、現在特別会計として事業を行っている簡易水道事業に、地方公営

企業法の財務規定を適用し、地方公営企業会計へ移行するものです。 
議案第１２８号　上野原市下水道事業の設置等に関する条例制定についても、簡

易水道事業と同様、地方公営企業会計へするものです。 
議案第１２９号　上野原市簡易水道事業及び上野原市下水道事業の地方公営企

業法適用に伴う関係条例の整備に関する条例制定については、簡易水道事業と下水

道事業の地方公営企業会計への移行に伴い、関係条例の廃止及び一部廃止を行うも

のです。 
委員からの、公営企業会計導入のメリットは、という質問については、単式簿記

から複式簿記になることにより、事業の財政状況を詳細に把握できるようになると

のことです。 
議案第１３０号　上野原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例制定については、現条例で定める料金が実際のごみ処理原価と乖離しており、

近隣自治体と比較しても安価なことから、事業系ごみ処理手数料の料金を改定する

ものです。 
手数料は、現行の１０㎏あたり６０円を２４０円とし、それに伴って事業者の負

担割合も６％から約５０％に増加することで、他自治体からのごみ流入の抑止効果

も見込んでいるとのことです。 
委員からの、周知を十分に行えるのか、という質問については、この議案が可決

され次第、受付窓口での周知を開始するとともに、商工会の協力をお願いする中で
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周知を進めていきたいとのことです。 
また委員からは、手数料を上げた分の収入について、一般会計に入れずに特別会

計でプールしておき、例えば不法投棄の関係など、目的を定めて使う方法も考えて

いくべきではないか、との意見が出されました。 
議案第１３１号　上野原市個人情報保護法施行条例の一部を改正する条例制定

については、災害対策基本法の規定に基づき、避難支援等関係者に対して、平常時

から避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画情報を提供するために条例を改

正するものです。 
委員からの、避難行動要支援者登録者数と情報提供同意者数の人数に開きがある

理由は、という質問については、登録はされても、消防や警察等への情報提供には

同意していただけない方が多いため、とのことです。 
また、民生委員等との連携は、という質問については、福祉課への相談内容は民

生委員へ伝えるなど、日ごろから連携に努めているとのことです。 
議案第１３２号　上野原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定については、特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基

準の改正に伴い条例を改正するものです。 
以上、当局提出６案件について採決を行った結果、いずれも全会一致で可決すべ

きものと決定しました。 
請願第７号　秋山老人福祉センターの改修または代替施設建設に関する請願書

については、秋山老人福祉センターの老朽化が進んでいることから、施設の大規模

改修を行うのか、新たな拠点を確保するのか、早急に方向性を示し、秋山地区住民

のコミュニティーの場を整備することを市に求めるものです。 
本請願については、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決定しました。 
また、委員からは、子育て支援について調査すべきとの意見があり、閉会中の継

続調査とすることに決定しました。 
以上、文教厚生常任委員会の報告といたします。


